
第４１期定時株主総会招集ご通知に際しての 
インターネット開示事項 

 

 

第４１期（２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで） 

・業務の適正を確保するための体制 

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

・連結株主資本等変動計算書 

・連結注記表 

・株主資本等変動計算書 

・個別注記表 

 

 

 

株式会社 ラウンドワン 



 

業務の適正を確保するための体制 
 
 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。 
 
（１）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①取締役･社員等（全従業員をいう。以下同じ。）の職務の執行が法令および定款に適合し、か

つ企業の社会的責任を果たすため、代表取締役は繰り返し啓蒙活動を行う。 
②「コンプライアンスポリシー」を定め、全取締役・社員への周知徹底を行う。 
③横断的組織から成るコンプライアンス･リスクマネジメントチームを設置する。同チームは

法令遵守体制の整備・運用状況を多角的に検討し、取締役会・代表取締役および各部署へ改

善の提案を行う。 
④コンプライアンス･リスクマネジメントチームは社員のコンプライアンスに関する意識・内

部統制に関する意識を高める活動を行う。 
⑤社内外に内部者通報窓口を設置し、広く情報収集を図る。 
⑥内部監査室は各部署の法令遵守の状況を監査する。 
⑦適正な財務報告を提供するため、諸規則等に基づいた規程・マニュアル等を整備し、その周

知徹底・遵守に努めるとともに、社内牽制制度を有効に機能させ、その適正を確保する。 
⑧反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。 

（２）取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制 
①取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定、取締役を決定者とする決定、その他職務の

執行に関する重要な事項については、各管理規程および要領に従い文書にて記録する。 
②上記文書は、「文書管理規程」に定めるところに従い一定期間保存し、監査役等の閲覧要求

に迅速に対応できる状態を維持する。 
（３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①リスクマネジメント基本規程を定め、コンプライアンス、環境、災害、サービス提供、情報

管理等に係わるリスクについて、各部署で必要に応じたリスクの分析・対策の検討を行うと

ともに規則・ガイドラインを制定し、マニュアル配布、研修等を実施する。 
②新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定

める。 
③コンプライアンス･リスクマネジメントチームはリスク管理に対する総合的な検討を行う。

具体的には、各部署および取締役の上記①②の活動をサポートする。 
④店舗運営から独立した営業支援室を設置し、店舗運営におけるリスクの管理・改善指導を重

点的に行う。 
⑤内部監査室はコンプライアンス・リスクマネジメントチームならびに営業支援室と連携し、

各部署の日常的なリスク管理の状況を監査する。 
（４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 



①事業計画を定め、会社として達成すべき目標を明確化し、社員・取締役間の目標の共有化を

進める。 
②職務分掌規程に従い各組織体の業務範囲を明確化し、職務権限規程に従い責任の所在を明確

化する。 
③意思決定プロセスを明確化し意思決定の迅速化を図る。また、取締役数について効率的な業

務執行を確保できる適正数とすることで、機動的な取締役会の開催を確保する。 
④適時正確な情報開示を行い、ステークホルダーの十分な理解を得ることに努める。 

（５）当該株式会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
イ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 
①関係会社管理規程を定め、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当

社への定期的な報告を義務付ける。 
②連結決算対象の管理者等と、迅速な意思疎通ならびに正確な情報の授受を行うことのでき

る体制を構築し、適時正確な情報の共有に努める。 
③海外子会社については、担当取締役が取締役会に財務報告、リスク管理状況の報告を含め

た事業報告を定期的に行う体制とする。 
ロ.子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制 
①リスクマネジメント基本規程において、当社グループ全体のリスク管理体制を策定し、リ

スクカテゴリーごとの責任部署を定める等、リスクを網羅的・統括的に管理する体制の充

実に努める。 
ハ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
①取締役会にて、当社グループ全体の事業計画を定め、子会社として達成すべき目標を明確

化するとともに定期的な検討を行う。 
②子会社の職務分掌、指揮命令系統、権限および意思決定に関しては、当社に準じた体制の

構築を義務付ける。 
③子会社の取引・決済について、あらかじめ一定の基準を設ける。 

ニ.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制 
①当社グループの取締役･社員等に対し、職務の執行が法令および定款に適合し、かつ企業

の社会的責任を果たすよう繰り返し啓蒙活動を行う。 
②子会社に対し、当社に準じた「コンプライアンスポリシー」の策定および周知徹底を義務

付ける。 
③当社グループにおいては、会社の規模や業態等に応じて、適切なコンプライアンス推進担

当者およびコンプライアンス委員会等の設置を義務付け、かかる担当者間の連携を図るこ

とで、当社グループ全体の法令遵守の徹底を図る。 
④子会社に対し、内部監査室による定期的な監査を実施する。 

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項 
①監査役は、内部監査室の社員に必要な業務を委嘱することができる。 
②監査役が要望した場合は、必要に応じ、監査業務に従事できる専門性を有する者を、監査に

必要な期間配置する。 



③監査役が要望した場合は、必要に応じ、監査役スタッフを配置する。 
（７）監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 
①内部監査室の社員の人事異動・評価については、監査役会の意見を尊重する。 
②監査役の補助の職務を行う社員の人事異動については、監査役会の同意を必要とする。 
③監査役の補助の職務を行う社員は、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。 
④（６）－①において監査役から業務の委嘱を受けた社員は、委嘱された業務に関し、取締役

および上長の指揮命令を受けない。 
（８）監査役への報告に関する体制 

①当社グループの取締役・社員等またはこれらの者から報告を受けた者は、当社グループに重

大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、当社グループの取締役・

社員等による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定

めた事項が生じたときは、ただちに監査役に報告する。 
②監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握す

るため主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社グルー

プの取締役・社員等に対して説明を求める。 
③常勤監査役はコンプライアンス・リスクマネジメントチームおよび内部監査室の会合に出席

し、積極的に提言・意見交換を行う。 
④内部監査室は、内部監査実施状況、内部監査結果、その他の重要情報を監査役へ報告する。 
⑤（６）－①において業務の委嘱を受けた内部監査室の社員は、速やかに監査役へ当該業務に

関する報告を行う。 
（９）監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制 
①監査役へ報告を行った当社グループの取締役・社員等に対し、当該報告をしたことを理由と

して不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役・社員等に周知徹底

する。 
（10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執

行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 
①監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した時は、当該請求に係る費

用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当

該費用または債務を処理する。 
（11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役は、代表取締役および各取締役と定期的に意見を交換し、適切な意思疎通および効果

的な監査業務の遂行を図る。 
②監査役は、顧問弁護士・会計監査人等各方面の専門家との連携を図り、監査業務に対する幅

広い助言を受ける機会とする。 
 

以上 
 
 



業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

業務の適正を確保するための体制につきましては適切に運用されておりますが、運用状況の概要 
として特記すべき事項は下記のとおりであります。  
 

＜コンプライアンス体制＞  
・コンプライアンスポリシーを全事業所に掲示し、周知徹底しております。 

・毎月開催の定例取締役会において、法令の遵守状況、内部者通報窓口の対応状況の確認を行っ 
  ております。  
・コンプライアンス・リスクマネジメントチームは毎週実施の会合にて法令遵守状況を確認し、 
 随時、取締役会への提言を行っております。  

 

＜リスクマネジメント体制＞ 

・各部⾨⻑は重要事項の決裁にあたり、リスク情報を確認・検討・開示し、社内でリスク情報を 
 共有する仕組みとしております。 

・毎週開催のコンプライアンス・リスクマネジメントチームは営業⽀援室⻑、内部監査室⻑、 
総務部⻑等で構成されており、リスク情報を共有・検討しております。 

・コンプライアンス・リスクマネジメントチームは毎週実施の会合にてリスク管理状況を確認し、 
随時、取締役会への提言を行っております。 

 

 ＜グループ管理体制＞  
・毎月開催の定例取締役会にて、海外子会社担当取締役出席のもと、財務状況、リスク管理状況 
 その他の重要事項を検討しております。 

 ・グループ全体のリスク管理体制・事業計画については、上記報告とあわせて、取締役会にて検 
 討しております。 

 

 ＜監査役監査体制＞ 

・従業員が法令遵守に関する重大な問題を発見した場合、監査役へ報告する義務を就業規則に規 
 定し、これを周知徹底しております。 

・常勤監査役は毎週開催のコンプライアンス・リスクマネジメントチームの会合に出席し、 
 意見交換を行っております。 

                                          以上 

 
































